
かもい岳スキー連盟 

新型コロナウィルス感染症対策マニュアル（参加者・指導者共通） 

１ はじめに 

  感染症への感染リスクを可能な限り抑えつつ、事業を実施するため本マニュアルを定 

めました。内容をご理解頂き、参加者・指導者ともに遵守して頂きますようお願いいた 

します。 

 

２ 感染状況に応じた対策 

 

３ 感染連絡の義務 

 

４ 指導者、受講者に感染者が発生した場合 

   感染連絡があった時点で、その後の対応並びに事業実施については、全て保健所の 

指示に従います。 

   

５ 事業（レッスンや競技会）への参加の可否について 

(1)感染あるいは濃厚接触者と判定された場合 

  保健所からの指示がある期間は、当連盟の事業には参加できません。 

(2)発熱や風邪等の症状がある場合 

  当日の検温で、平熱より１℃以上ないし 37.5℃以上の発熱がある場合は事業への参加 

はできません。また、発熱がなくとも、咳、のどの痛み、倦怠感等の風邪症状及び味覚 

異常がある場合は自主的に参加を辞退して下さい。 

 (3)同居親族の状況について 

   同居親族に濃厚接触者と判定され、経過観察中の方がいる場合については、事業へ 

  の参加はできません。また、同居親族に発熱や風邪等の症状がある場合は、自主的に 

参加を辞退して下さい。 

 

６ 事業（レッスンや競技会）当日の留意事項 

 (1)朝に必ず検温をして下さい。受付時に体温をお知らせ下さい。 

 (2)屋外では口元を覆うもの（フェイスマスク、ネックガード、ネックウォーマー等）を着 

用すると共に、ゴーグルやサングラスなど目を覆うものを着用して下さい。また、室内 

では飲食時以外マスクを着用して下さい。更に競技会の場合は、SAJの新型コロナウィ 

ルス感染対策ガイドラインを遵守して下さい。 

 (3)大きな声での会話は避けて下さい。 

 (4)事業前後に、手洗い、消毒を行うよう心がけて下さい。 

 (5)レッスン時などは、適切な距離を保つことができない場合があります。また、指導や救 

助に際して身体接触があることが予想されます。予めご了承下さい。 

 

道内における警戒ステージ３以上の場合は、周辺の感染拡大状況も考慮し、その都

度事業を実施するか否かの判断を行います。道内が緊急事態措置期間中の場合や、

空知管内が特定指定区域に指定されている場合は事業を実施いたしません。 

レッスンや競技会終了後、２週間以内に感染が発覚した場合は、直ちに当連盟まで

ご連絡下さい。 

事業日当日の連絡先→ 電話：０１２５－４２－６９６９ 

事業日以外の連絡先→ FAX：０１２５－７４－４７９９ E‐mail  ksrenmei@sea.plala.or.jp 


